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　◎ 注意事項　　①　資格を喪失した月の保険料納付は必要ありません。すでに保険料を納付している場合は、後日、「保　　　険料還付請求書」を送付しますので、還付の請求をしてください。　　　　※資格取得した月と資格喪失した月が同じ月の場合は、その月の保険料納付が必要となりますので、　　　　　その月分の還付はありません。　　②　被保険者の方が亡くなられた場合は、この申出書の提出の必要はありませんが、組合までご連絡くだ　　　さい。　　③　被保険者の資格喪失とともに被扶養者でなくなる場合の被扶養者(異動)届は不要です。　　④　上記の資格喪失の事由で「健康保険または船員保険の被保険者資格を取得したため」を選択した場合　　　は、新たに交付された「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」のコピー（被扶養者を含めた全員分）　　　を添付してください。
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